
学 生 の 皆 さ ん へ 

 

学 生 団 体 の 活 動 に 当 た っ て 

 
学生団体の活動に当たっては、次のような事項につき改めて留意をお願いします。 

 

 

 

 
＊万一、活動上で非違行為があったときは、関係学生が懲戒処分等の対象となります。 

各種の注意事項については、下掲の資料も参考としてください。 

【参考】学生生活上の注意喚起 https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/reference/notice.html 

 

平成３１年３月１９日  学生支援担当理事・副学長 

学生団体の中には、本学の学生に対し、入会資格に性別等による制限を設けている

ような例も見られるとの報告があります。 

各団体においては、本学の一員として「東京大学憲章」の理念等も踏まえ、活動に

おける男女共同参画の実現や不当な差別の防止に努めてください。 

２．構成員募集・活動上の男女共同参画等の実現 

学生団体での飲酒行為は、生命の危険を伴う事故等につながることもあります。 
各団体においては、次のような事項を厳守してください。 

①飲酒の強要や未成年者の飲酒等の行為は、絶対に行わない・行わせない 
②各人の体質・体調に留意し、過度な飲酒をやめる・やめさせる 
③酔いつぶれた仲間は、決してひとりにせず、周囲が適切な処置や対応をとる 

１．学生団体での飲酒に関わる不適切行為の防止 

学生団体の活動では、皆さんの自主性が重んじられていますが、本学の学生として

運営する以上、本学の一員として諸規範を遵守する責務を当然に伴います。 

各団体においては、活動上の諸場面にわたり、法令・規範遵守や事故防止等に十分

留意してください。（＊） 

３．活動全般にわたる法令・規範遵守や事故防止 



平成３１年３月 
学生のみなさんへ 

東京大学理事・副学長 
松木 則夫 

 
学生団体の活動における多様性尊重・男女共同参画の実現について 

 
本学には、多種多様な学生団体があり、多くの学生諸君がそれらに所属して

自由な活動を展開しています。文化活動や体育活動を通じて学内外の人たちと

多くの交流を行うことは、人として成長していくうえで意義深いことです。本

学は、学生の自主性・自律性を重視し、学生団体の運営における「学生の自治」

を尊重したいと考えています。 

ただし、本学の学生団体の活動は、大学の拠って立つべき理念と目標を明ら

かにした「東京大学憲章」を前提として行われる必要があります。憲章では、

その前文において、多様性を尊重する姿勢の重要性が以下のように明記されて

います。 

『東京大学は、構成員の多様性が本質的に重要な意味をもつことを認識し、すべての

構成員が国籍、性別、年齢、言語、宗教、政治上その他の意見、出身、財産、門地

その他の地位、婚姻上の地位、家庭における地位、障害、疾患、経歴等の事由によ

って差別されることのないことを保障し、広く大学の活動に参画する機会をもつこ

とができるように努める。』（東京大学憲章前文） 

言うまでもなく、上記の「すべての構成員」には学生のみなさんも含まれま

す。しかし現状、本学には、本学の女子学生の加入を実質的に認めない、とい

う類の運営実態をもつ学生団体が一部に存在しているとの報告があります。こ

のように特定の属性をもつ学生を正当な理由なく排除する姿勢は、上記の東京

大学憲章における人権尊重の理念に反するため、本学として是認するものでは

ありません。本学では、みなさんが学生生活を安心して送れるよう、学生団体

の健全な運営を実現するためのシステム作りを進めていきたいと考えています。 

こうした問題は、性別に関する事案に限られるものではありません。学生団

体およびそこに所属する個々人が、本学の構成員として東京大学憲章の理念に

則って行動するよう、今一度心がけてください。お互いの多様性を重視する姿

勢や態度を身に付けることは、自身の学生生活をより豊かにします。それだけ

でなく、みなさんがやがて社会において、真の意味での「世界的視野をもった

市民エリート」（憲章前文）として活躍し貢献していくための大切な第一歩とな

るのです。 


